
 

 

                             
 

平成２０年４月２４日 

各      位 

会 社 名  株式会社ＮＦＫホールディングス 
代表者名  代表取締役社長 城寳 豊 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６４９４） 
問合せ先  
役職・氏名 ＩＲ担当役員 田中 耕 

電話 ０４５－５７５－８０００ 

当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

今般、平成１９年１２月５日付けで当社は下記のとおり資金提供義務の債務不履行による損害賠償

請求訴訟の提起を受けましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日 

（１）訴訟提起があった裁判所  横浜地方裁判所    

（２）訴訟の提起日       平成１９年１２月５日 

 

２．当該訴訟を提起した者 

(１) 商   号      対玄漁業株式会社 

(２) 本店所在地      長崎県対馬市上対馬網代３６１番地４ 

(３) 代 表 者      代表取締役 青木 裕信 

尚、当社は当該原告に対して未回収の貸付債権 金４７１百万円を保有しております。 

 

３．当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

(１) 内 容 

    当該原告は当社に対し、資金提供義務の債務不履行による損害賠償請求として、本件訴訟

を提起しております。 

(２) 損害賠償請求金額  

金９１２百万円及びこれに対する本訴状到達の翌日から支払い済まで年６分の割合による

金員 

(参考:平成１９年３月期末純資産６,９３５百万円) 

 



 

 

４．今後の見通し 

当社では当該原告の訴えに正当性はないと考えており争っていく方針です。 

訴訟の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性はありますが、現時点ではその影響

は軽微なものと考えております。今後の経過、及び裁判の進捗につきましては、適時お知らせして

まいります。 
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